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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第77期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式

は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

４．第77期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第77期

第１四半期連結 
累計（会計）期間 

第78期
第１四半期連結 

累計（会計）期間 
第77期 

会計期間 
自平成21年４月１日
至平成21年６月30日 

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日 

自平成21年４月１日
至平成22年３月31日 

売上高（百万円）  8,459  13,397  43,990

経常利益又は経常損失（△） 

（百万円） 
 △1,008  1,842  2,842

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（百万円） 
 △922  804  1,682

純資産額（百万円）  24,753  27,999  27,602

総資産額（百万円）  78,070  80,006  78,155

１株当たり純資産額（円）  611.90  686.65  680.59

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は四半期純損失金額（△）

（円） 

 △26.39  23.03  48.16

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  23.02  －

自己資本比率（％）  27.4  30.0  30.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 1,337  2,585  8,070

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △1,018  △320  △3,031

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △1,595  △974  △5,164

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
 13,313  15,775  14,402

従業員数（人）  2,399  2,601  2,416
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当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要 

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに連結子会社となりました。 

（注）１．上記関係会社のうち、ＴＰＲオートパーツＭＦＧ.インディア社は特定子会社に該当しております。 

２．上記関係会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。  

４．上記関係会社は当連結会計年度より重要性が増したため、連結子会社といたしました。 

  

当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに持分法適用関連会社となりました。 

（注）１．上記関係会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

２．上記関係会社は当連結会計年度より重要性が増したため、持分法適用関連会社といたしました。 

  

(1）連結会社の状況                                 平成22年６月30日現在 

（注） 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、嘱託、試用工、期間工）は、（ ）内に当

第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(2）提出会社の状況                                 平成22年６月30日現在 

（注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であ

り、臨時雇用者数（パートタイマー、嘱託、試用工、期間工）は、（ ）内に当第１四半期会計期間の平均人

員を外数で記載しております。 

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

名称 住所 資本金 主要な事業
の内容 

議決権の
所有割合
又は被所
有割合 
（％） 

関係内容  

役員の兼任等
（人） 営業上の取引 設備の賃貸借

TPRオートパーツ

MFG.インディア社 

(注)1,3 

インド ラジャス

タン州 
550百万印ルピー

シリンダラ

イナの製造 

 

 

100.0

(0.7)
 1

当社よりの技術

支援  
 －

  

南京帝伯熱学有限

公司 

中国 江蘇省 ５百万元

自動温度調

節弁等の製

造・販売 

 60.0  －
当社よりの技術

支援 
 －

名称 住所 資本金 主要な事業
の内容 

議決権の
所有割合
又は被所
有割合 
（％） 

関係内容  

役員の兼任等
（人） 営業上の取引 設備の賃貸借

フェデラル・モー

グルTPR（インデ

ィア）社 

インド バンガロ

ール 
200百万印ルピー

ピストンリ

ングの製

造・販売 

 24.5  1
当社よりの技術

支援  
 －

柳伯安麗活塞環有

限公司 
中国 河北省 89百万元

ピストンリ

ングの製

造・販売 

 35.0  1

当社よりの技術

支援及び設備の

購入 

 －

４【従業員の状況】

従業員数（人） 2,601  (362)

従業員数（人） 842  (72)
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(1）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

日本（百万円）  9,516  －

アジア（百万円）  1,423  －

北米（百万円）  1,145  －

その他（百万円）  137  －

合計（百万円）  12,223  －

セグメントの名称 
受注高

（百万円） 
前年同四半期比

（％）  
受注残高 
（百万円） 

前年同四半期比
（％）  

日本  10,910  －  4,899  －

アジア  2,653  －  546  －

北米  1,211  －  390  －

その他  384  －  21  －

合計  15,160  －  5,859  －

2010/08/12 14:17:4310669969_第１四半期報告書_20100812141710

- 3 -



(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％）

日本（百万円）  9,405  －

アジア（百万円）  2,347  －

北米（百万円）  1,270  －

その他（百万円）  375  －

合計（百万円）  13,397  －

相手先

前第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

トヨタ自動車株式会社  2,608  30.8  3,665  27.4
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 当第１四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。 

  

（１）業績の状況 

   当第１四半期連結会計期間を取り巻く環境は、雇用、所得環境には依然として厳しさが続くものの、各種の政 

  策効果による個人消費を中心とした内需の拡大に加え、世界経済の穏やかな回復による外需拡大により、景気回 

  復への動きが確実なものとなりました。2010年後半にかけて日本経済の成長ペースは一旦鈍化するものの、発展 

  途上国を中心とした世界経済の回復を背景とする穏やかな景気拡大が続く見通しであります。 

   当社グループが主として関連する自動車業界も、エコカー購入補助金制度による政策効果で堅調な需要を持続 

  しており、国内販売の回復に加え輸出台数の反動増により、国内生産台数は前年同月比大幅な増加を継続してお 

  ります。 

   このような環境の中で、当社グループはグローバルな生産拠点の活用による売上高の更なる拡大、原価低減活 

  動、固定費圧縮の継続等の収益改善に取り組んで参りました結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は133億９

  千７百万円（前年同期比58.4％増）、営業利益は17億２千1百万円（前年同四半期は９億８千８百万円の営業損 

  失）、経常利益は18億４千２百万円（前年同四半期は10億８百万円の経常損失）、四半期純利益は８億４百万円 

  （前年同四半期は９億２千２百万円の四半期純損失）となりました。  

    

セグメントの業績概況は、次のとおりであります。 

① 日本 

  国内自動車生産台数の増加と海外での補修市場の拡大による受注増により、売上高は94億５百万円となりまし

 た。経費節減による損益分岐点引き下げ効果に売上高の拡大による操業度効果が相俟って、営業利益は９億３千

 ２百万円となりました。  

② アジア 

 好調を維持しているアジア市場での売上高は23億４千７百万円となりました。操業度効果による増益基調が継

続しており、営業利益は６億６千３百万円となりました。 

③ 北米 

 需要急落と在庫調整により生産台数が急落した前年同四半期に比べ、売上高は12億７千万円と急回復しまし

た。営業利益は１億１千９百万円と日本同様黒字となりました。 

④ その他の地域 

   回復が遅れている欧州市場の生産動向が影響し、売上高は３億７千５百万円とセグメントの中で最も回復が遅 

   れました。営業利益は４千７百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

   当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、前第1四半期連

   結会計期間末と比較して24億６千２百万円増加し、157億７千５百万円となりました。  

   当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果得られた資金は、25億８千５百万円（前年同期比93.3％増）となりました。これは主に税金 

  等調整前四半期純利益が16億４千５百万円となり、加えて仕入債務が増加した一方、売上債権が増加したこと 

   等によるものであります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果使用した資金は、３億２千万円（同68.5％減）となりました。これは主に有形固定資産及び 

   無形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるものであります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果使用した資金は、９億７千４百万円（前年同期比38.9％減）となりました。これは主に長期 

   借入金の減少によるものであります。  

   

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はございません。 

 なお、当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）については以下のとおりであります。 

 １）基本方針の内容 

   当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の 

  確保・向上に資する者が望ましいと考えております。もっとも、当社の株主の在り方について当社は、金融商品 

  取引所への上場により株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えておりますので、会社を支配する者 

  の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきものと考えています。 

   したがって、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基 

  づき行われるべきものと考えています。しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主 

  に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主が買付の条件等について検討したり、当社取締役会が 

  代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたら 

  すために買付者との交渉を必要とするもの等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものもあります。こ 

  のような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者と 

  して適当でないと考えています。 

  

 ２）本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること 

    を防止するための取組み） 

   ① 本プランの目的 

     本プランは、上記に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配 

        されることを防止するための取組みとして導入したものです。 

   また、本プランを運用するにあたっては、当社は、当社株式に対する大規模買付を行う際には、株主の皆様 

  が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保したり、大規模な買付行為を行う者と交渉を行うことが、 

  当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにつながると考えています。そのため、当 

  社は、本プランにおいて大規模な買付行為を行う際の情報提供等に関する一定のルール（以下「大規模買付ル 

  ール」といいます。）を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な買付行 

  為がなされた場合の対応方針を含めた買収防衛策として、前プランの内容を一部変更し、本プランとして継続 

  することといたしました。 

  

    ② 本プランの対象となる当社株式の買付 

   本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を15％以上（注3）と

  することを目的とする当社株券等(注4)の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が15％以上

  となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取 

  引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」とい 

  い、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）とします。 

   注１ ：特定株主グループとは、 

(i)   当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。） の保有者（同法第27条

の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）及びその共同保有者（同法第27

条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下

同じとします。）又は、 

(ii)  当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の2第1項に

規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別

関係者（同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。）を意味します。 
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   注２ ：議決権割合とは、 

(i)   特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第27条の23

第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等

の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）も加算するものとします。）又

は、 

(ii)  特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合

（同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。 

各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。）及

び発行済株式の総数（同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、四半期報告

書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 

   注３ ：当社が議決権割合15％以上を対象としている理由は、下記の通りです。 

(i)   株主総会における決議事項に関して、その定足数も考慮に入れた場合、当社発行済株式総数の15％以上の

株券等を買付けられた時点で既に非常に大きな割合を占められること 

(ii)  財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則による関連会社の基準に、議決権割合の15％以上20％

未満を所有することで重要な影響が与えうることが推測される事実の存在が含まれていることがあげられて

いること 

   注４ ：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項又は同法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。

   ③ 独立委員会の設置 

   大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合 

  でも 、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由と

  して対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用 

  し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するた 

  め、現プランと同様に独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上と

  し、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外 

  監査役及び社外有識者（注）の中から選任します。現在の独立委員会委員である、社外取締役の鶴田六郎氏、 

  社外監査役の澤田義博氏、同じく加藤文男氏、鈴木秀夫氏は、本プランへの継続後も引き続き独立委員会委員 

  として就任する予定です。 

   当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立 

  委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討 

  の上で当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を行うものとし 

  ます。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動について決定することとしま 

  す。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。  

     なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保する

    ために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、

    公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ることができるものとします。 

  注：社外有識者とは、経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主 

   たる研究対象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者をいいます。 
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   ④ 大規模買付ルールの概要 

   （Ⅰ）大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出 

     大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為又は大規模買付行為の提案に先

    立ち、まず、当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う旨の誓約及び以下の内容等を日本語で記載した

    意向表明書をご提出いただきます。 

    ⅰ 大規模買付者の名称、住所 

    ⅱ 設立準拠法 

    ⅲ 代表者の氏名 

    ⅳ 国内連絡先 

    ⅴ 提案する大規模買付行為の概要等 

     当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、その

    内容について公表します。 

   （Ⅱ）大規模買付者からの必要情報の提供 

     当社は、上記（Ⅰ）の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当社取締役会に対して、株主

    の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下「本

    必要情報」といいます。）のリストを当該大規模買付者に交付し、大規模買付者には、当該リストに従い、

    本必要情報を当社取締役会に書面で提出していただきます。本必要情報の一般的な項目は以下のとおりで 

    す。その具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、いずれの場合

    も株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとしま

    す。 

    ⅰ大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び組合員（ファンドの場合）その他の構成 

     員を含みます。）の詳細（名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内容等を含みます。） 

    ⅱ大規模買付行為の目的、方法及び内容（大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、 

     関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を含みま 

     す。） 

    ⅲ大規模買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規 

     模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。） 

    ⅳ大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方 

     法、関連する取引の内容を含みます。） 

    ⅴ大規模買付行為の完了後に想定している役員候補（当社及び当社グループ事業と同種の事業についての 

     経験等に関する情報を含みます。）、当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政 

     策及び配当政策等 

    ⅵ大規模買付行為の完了後における当社の顧客、取引先、従業員その他の当社に係る利害関係者と当社及 

     び当社グループとの関係に関しての変更の有無及びその内容 

     当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し 

    情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請が 

    あった場合は、その期限を延長することができるものとします。 

     当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会

    は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めた上で、本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求

    めることがあります。 

     当社取締役会は、本必要情報の全てが大規模買付者から提供されたと判断した場合には、その旨の通知を

    大規模買付者に発送するとともにその旨を公表することとします。 

     また、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報

    の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が求める本必要情報が全て揃

    わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を打ち切り、後記(Ⅲ)の当社取締役会による評価・検

    討を開始する場合があります。 

     当社取締役会に提供された本必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断のために必

    要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を公表します。
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   （Ⅲ）当社取締役会による評価・検討等 

     当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情

    報の提供を完了した後、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合は最長60

    日間、その他の大規模買付行為の場合は、最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、

    代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。従って、大規模

    買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。 

     取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイ

    ザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を受けながら、提供された本必要情報

    を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重に

    とりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善につ

    いて交渉し、当社取締役会として株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。 

   ⑤ 大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

   （Ⅰ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

     大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対

    であったとしても、当該買付提案についての反対意見表明、又は代替案を提示することにより株主の皆様を

    説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案

    に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代

    替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。 

     但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下の 

    （ⅰ）から（ⅸ）のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価 

    値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に 

    基づき、例外的に当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲内 

    で、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を取ることがありま 

    す。 

    （ⅰ）真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係 

      者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合（いわゆるグリーンメーラーである場合） 

    （ⅱ）会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要 

      取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目 

      的で株式の買収を行っている場合 

    （ⅲ）会社経営を支配した後に、当社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資 

      として流用する予定で株式の買収を行っている場合 

    （ⅳ）会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を 

      売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価 

      の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式の買収を行っている場合 

    （ⅴ）大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付で当社の 

      株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしない 

      で、公開買付け等の株式の買付を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を 

      制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断された場合 

    （ⅵ）大規模買付者の提案する当社の株式の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、 

      その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含みますがこれに限りません。）が当社 

      の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分又は不適切であると判断される場合 

    （ⅶ）大規模買付者による支配権獲得により、当社株主はもとより、顧客、従業員、地域社会その他の利 

      害関係者との関係を破壊する等によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと 

      判断される場合 

    （ⅷ）大規模買付者による買付後経営方針等が不十分又は不適当であるため、当社事業の成長性・安定性 

      が阻害され、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に重大な支障をきたすおそれがあると判断され 

      る場合 
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    （ⅸ）大規模買付者の経営陣又は主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場合等、大規 

      模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると合理的な根拠をもって判 

      断される場合具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判 

        断したものを選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置として、実際に新株予約権の無 

      償割当を行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権 

      の行使条件とすることや、新株予約権者に対して当社株式と引き換えに当社が新株予約権を取得する 

      旨の取得条項をつける等、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあ 

      ります。 

       本プランにおいては、上記(Ⅰ)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として 

      当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。但し、上記のとおり例外的に対抗措置を発動す 

      ることについて判断する場合には、その判断の客観性及び合理性を担保するために、当社取締役会 

      は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会 

      は対抗置発動の必要性、相当性を十分検討した上で上記④(Ⅲ)の取締役会評価期間内に勧告を行うも 

      のとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動又は不発動に 

      ついて判断を行うものとします。 

   （Ⅱ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

     大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、

    当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、上記(Ⅰ)で述べた対抗

    措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。対抗措置を発動することについて判断するにあた

    っては、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討し

    た上で発動の是非について判断するものとします。 

     なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情をも合理的な

    範囲で十分勘案し、少なくとも本必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守

    しないと認定することはしないものとします。 

   （Ⅲ）対抗措置発動の停止等について 

     前記(Ⅰ)又は(Ⅱ)において、当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買 

    付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判 

    断した場合には、独立委員会の助言、意見又は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止等を行 

    うことがあります。例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、 

    無償割当が決議され、又は、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又 

    は変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を 

    受けた上で、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権の無償割当を中止することとし、ま 

    た、新株予約権の無償割当後においては、行使期間開始日の前日までの間は、当社による当該新株予約権 

    の無償取得の方法により対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。 

     このような対抗措置発動の停止等を行う場合は、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等 

    に従い、当該決定について適時・適切に開示します。 
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   ⑥株主・投資家に与える影響等 

   （Ⅰ）大規模買付ルールが株主及び投資家の皆様に与える影響等 

     大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に

    当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証する

    ことを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否か

    について適切なご判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護

    につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な投資

    判断を行ううえでの前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えており

    ます。 

     なお、上記⑤において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買

    付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者

    の動向にご注意ください。 

   （Ⅱ）対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響  

     当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、上記⑤に記載した対

    抗措置をとることがありますが、当社取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、法令及

    び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等にしたがって、当該決定について適時・適切に開示します。

     対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面において格別の損

    失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置の一つとして新株予約権の無償割当を行う場合は、割

    当期日における株主の皆様は、対価を払い込むことなく、その保有する株式数に応じて新株予約権が割当て

    られます。その後、当社が取得条項を付した当該新株予約権の取得の手続きを取る場合には、大規模買付者

    等以外の株主の皆様は、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該新株予約権

    の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。なお、独立委員会の勧告を受け

    て、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止又は発行した新株予約権の無償取得（当社が新株予約権を

    無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。）を行う場合には、当社株式の価値の希

    釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被

    る可能性があります。 

     大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守した場合で

    あっても大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、

    対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可能性

    があります。新プランの公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ

    注意を喚起するものです。 

    （Ⅲ）対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き  

      対抗措置の一つとして新株予約権の無償割当を行う場合は、株主の皆様は引受けの申込みを要することな

        く新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続きをとることにより、新株予約権の行使

        価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することに

        なるため、申込みや払込み等の手続きは必要となりません。但し、この場合当社は、新株予約権の割当てを

        受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面

        のご提出を求めることがあります。 

     これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当を行うことになった際に、法令及び

    当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に基づき適時・適切に開示いたします。 
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   ⑦本プランの適用開始、有効期限、継続及び廃止  

     本プランは、平成22年６月開催の第77回定時株主総会での承認をもって同日より発効することとし、有効期限

    は平成25年6月開催予定の第80回定時株主総会の終結時までとします。 

   本プランは、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社株主総会で選任さ

  れた取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止

  されるものとします。 

   また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点か

  ら随時見直しを行い、当社株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、当社取締

  役会において本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容を速やかに開示します。

   なお、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の

  新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修

  正を行うのが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承認を得た上

  で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。  

  

   ３）本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持

    を目的とするものではないことについて  

   ①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

   本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

  のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足しています。 

   また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を

  踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。 

   ②株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

     本プランは、上記２）①「本プランの目的」にて記載したとおり、当社株式に対する大規模買付行為がなされ

    た際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示

    するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることによ

    り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

   ③株主意思を重視するものであること 

     本プランは、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件としており、本株主総会において本プランに関す

    る株主の皆様の意思を問う予定であり、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。また、本プラ

    ン継続後、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、本プランの廃止の決議がなされた場合には、

    本プランはその時点で廃止されることになり、株主の合理的意思に依拠するものとなっております。 

   ④独立性の高い社外者の判断の重視 

     本プランにおける対抗措置の発動についての決定は、上記２）⑤「大規模買付行為がなされた場合の対応方 

    針」に記載のとおり、当社の業務執行から独立している委員で構成されている独立委員会へ諮問し、同委員会の

    勧告を最大限尊重した上でなされるものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、

    本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されています。 

   ⑤デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

     上記２）⑦「本プランの適用開始、有効期限、継続及び廃止」にて記載したとおり、本プランは、当社株主総

    会で選任された取締役で構成される当社取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株式を

    大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される当社取締役会により、本プラ

    ンを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を

    交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は期差任期制を採用していな

    いため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、そ

    の発動を阻止するのに時間を要する防衛策）でもありません。 

  

（４）研究開発活動 

 当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費の金額は、434百万円であります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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(1）主要な設備の状況 

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な 

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成22年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  135,000,000

計  135,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月６日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  35,553,099  35,553,099
東京証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数 

100株  

計  35,553,099  35,553,099 － － 
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会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

① 平成18年９月４日取締役会決議 

（注） 権利付与日以後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行（新株予約権の行使の場合を含まない。）または

自己株式の処分を行う場合は、１株当たりの行使価額を次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げるものとします。 

 また、権利付与日以後、当社が株式の分割または併合を行うときは、１株当たりの行使価額を分割または併

合の比率に応じて比例的に調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

(2)【新株予約権等の状況】

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年６月30日） 

新株予約権の数（個）  560

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  56,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１株当たり 1,281 

（注） 

新株予約権の行使期間 平成20年７月１日～平成23年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 1,516 

資本組入額   758 

新株予約権の行使の条件 

イ 取締役及び執行役員として任期満了による地位喪失

後１年６ヶ月は行使可能とします。 

ロ その他の条件については、平成18年９月４日の取締

役会決議に基づき、当社と対象取締役及び執行役員と

の間で締結した「新株予約権申込証兼新株予約権割当

契約」に定めるところによるものとします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分及び相

続は認めない。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 

既発行
株式数 

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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②  平成19年９月13日取締役会決議 

（注） 権利付与日以後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行（新株予約権の行使の場合を含まない。）または

自己株式の処分を行う場合は、１株当たりの行使価額を次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げるものとします。 

 また、権利付与日以後、当社が株式の分割または併合を行うときは、１株当たりの行使価額を分割または併

合の比率に応じて比例的に調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年６月30日） 

新株予約権の数（個）  620

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  62,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１株当たり 1,002 

（注） 

新株予約権の行使期間 平成21年７月１日～平成24年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 1,297 

資本組入額   649 

新株予約権の行使の条件 

イ 取締役及び執行役員として任期満了による地位喪失

後１年６ヶ月は行使可能とします。 

ロ その他の条件については、平成19年９月13日の取締

役会決議に基づき、当社と対象取締役及び執行役員と

の間で締結した「新株予約権申込証兼新株予約権割当

契約」に定めるところによるものとします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分及び相

続は認めない。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 

既発行
株式数 

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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③ 平成20年８月28日取締役会決議 

（注） 権利付与日以後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行（新株予約権の行使の場合を含まない。）または

自己株式の処分を行う場合は、１株当たりの行使価額を次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げるものとします。 

また、権利付与日以後、当社が株式の分割または併合を行うときは、１株当たりの行使価額を分割または併

合の比率に応じて比例的に調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。  

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年６月30日） 

新株予約権の数（個）  700

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  70,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１株当たり  738 

 （注） 

新株予約権の行使期間 平成22年７月１日～平成25年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  866 

資本組入額    433 

新株予約権の行使の条件 

イ 取締役及び執行役員として任期満了による地位喪失

後１年６ヶ月は行使可能とします。 

ロ その他の条件については、平成20年８月28日の取締

役会決議に基づき、当社と対象取締役及び執行役員と

の間で締結した「新株予約権申込証兼新株予約権割当

契約」に定めるところによるものとします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分及び相

続は認めない。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 

既発行
株式数 

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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④ 平成21年８月４日取締役会決議 

（注） 権利付与日以後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行（新株予約権の行使の場合を含まない。）または

自己株式の処分を行う場合は、１株当たりの行使価額を次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げるものとします。 

また、権利付与日以後、当社が株式の分割または併合を行うときは、１株当たりの行使価額を分割または併

合の比率に応じて比例的に調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。  

  該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  
第１四半期会計期間末現在 
（平成22年６月30日） 

新株予約権の数（個）  620

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  62,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１株当たり  452 

 （注） 

新株予約権の行使期間 平成23年７月１日～平成26年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  557 

資本組入額    279 

新株予約権の行使の条件 

イ 取締役及び執行役員として任期満了による地位喪失

後１年６ヶ月は行使可能とします。 

ロ その他の条件については、平成21年８月４日の取締

役会決議に基づき、当社と対象取締役及び執行役員と

の間で締結した「新株予約権申込証兼新株予約権割当

契約」に定めるところによるものとします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分及び相

続は認めない。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 

既発行
株式数 

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4)【ライツプランの内容】
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 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ 

ん。 

  

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

  

①【発行済株式】 

（注）単元未満株式数には当社所有の自己株式26株が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

（注）当第１四半期会計期間末の自己株式数は614,664株であります。 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成22年４月１日～ 

平成22年６月30日 
 －  35,553,099  －  4,362  －  3,464

(6)【大株主の状況】

(7)【議決権の状況】

  平成22年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   614,400 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  34,908,300  349,083 － 

単元未満株式 普通株式      30,399 － 
１単元（100株）未

満の株式 

発行済株式総数  35,553,099 － － 

総株主の議決権 －  349,083 － 

  平成22年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

帝国ピストンリング㈱ 

東京都千代田区丸の

内1-8-1 丸の内トラ

ストタワーN館 

 614,400  －  614,400  1.73

計 －  614,400  －  614,400  1.73
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【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

（注）  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

   

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。  

２【株価の推移】

月別 平成22年４月 ５月 ６月

最高（円）  785  782  838

最低（円）  661  598  641

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期

間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期

連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日

から平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から

平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四

半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有

限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,819 14,446

受取手形及び売掛金 12,129 11,124

商品及び製品 3,161 3,038

仕掛品 2,547 2,441

原材料及び貯蔵品 1,604 1,278

その他 2,276 2,610

貸倒引当金 △37 △42

流動資産合計 37,501 34,898

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,896 8,491

機械装置及び運搬具（純額） 15,294 14,720

その他（純額） 4,699 4,650

有形固定資産合計 ※1  28,891 ※1  27,862

無形固定資産   

その他 828 887

無形固定資産合計 828 887

投資その他の資産   

投資有価証券 5,992 7,758

その他 6,804 6,760

貸倒引当金 △10 △12

投資その他の資産合計 12,786 14,507

固定資産合計 42,505 43,257

資産合計 80,006 78,155

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,490 4,715

短期借入金 25,896 25,842

未払法人税等 472 379

賞与引当金 1,735 1,140

環境対策引当金 52 52

その他 3,193 3,097

流動負債合計 36,840 35,229

固定負債   

長期借入金 11,406 11,204

退職給付引当金 1,047 1,219

役員退職慰労引当金 384 372

環境対策引当金 170 170

その他 2,158 2,356

固定負債合計 15,166 15,323

負債合計 52,006 50,553
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,362 4,362

資本剰余金 3,544 3,544

利益剰余金 17,847 17,112

自己株式 △914 △914

株主資本合計 24,839 24,105

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 792 1,050

繰延ヘッジ損益 23 18

為替換算調整勘定 △1,665 △1,395

評価・換算差額等合計 △849 △326

新株予約権 43 41

少数株主持分 3,966 3,782

純資産合計 27,999 27,602

負債純資産合計 80,006 78,155
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 8,459 13,397

売上原価 7,599 9,527

売上総利益 860 3,869

販売費及び一般管理費 ※  1,848 ※  2,148

営業利益又は営業損失（△） △988 1,721

営業外収益   

受取利息 12 10

受取配当金 122 46

負ののれん償却額 0 －

持分法による投資利益 － 414

助成金収入 78 －

その他 29 29

営業外収益合計 244 500

営業外費用   

支払利息 164 133

為替差損 19 200

持分法による投資損失 75 －

その他 5 45

営業外費用合計 264 379

経常利益又は経常損失（△） △1,008 1,842

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 11

特別利益合計 － 11

特別損失   

固定資産除却損 4 －

投資有価証券評価損 11 159

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 49

特別損失合計 16 208

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,024 1,645

法人税、住民税及び事業税 36 436

法人税等調整額 △162 122

法人税等合計 △126 559

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,085

少数株主利益 23 281

四半期純利益又は四半期純損失（△） △922 804
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,024 1,645

減価償却費 1,122 1,095

のれん償却額 0 －

負ののれん償却額 △0 －

持分法による投資損益（△は益） 75 △414

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △56 △171

賞与引当金の増減額（△は減少） 409 595

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △94 11

環境対策引当金の増減額(△は減少) △0 △0

受取利息及び受取配当金 △135 △56

支払利息 164 133

為替差損益（△は益） 14 102

固定資産除却損 4 －

投資有価証券評価損益（△は益） 11 159

売上債権の増減額（△は増加） 1,302 △839

たな卸資産の増減額（△は増加） 363 △410

仕入債務の増減額（△は減少） △1,249 662

その他 116 48

小計 1,016 2,552

利息及び配当金の受取額 469 421

利息の支払額 △113 △80

法人税等の支払額 △36 △308

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,337 2,585

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △888 △446

有形及び無形固定資産の売却による収入 3 2

投資有価証券の取得による支出 △0 △9

貸付けによる支出 △155 △4

貸付金の回収による収入 37 127

その他 △16 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,018 △320
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △724 △206

長期借入金の返済による支出 △620 △575

リース債務の返済による支出 － △17

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △157 △174

少数株主への配当金の支払額 △93 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,595 △974

現金及び現金同等物に係る換算差額 79 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,197 1,240

現金及び現金同等物の期首残高 14,402 14,402

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 108 132

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  13,313 ※  15,775
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当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

  

                                                       

  

【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 

(1）連結の範囲の変更 

 当第１四半期連結会計期間より、ＴＰＲオートパーツＭＦＧ.インディア社及び、南京帝伯熱学有限公司は重

要性が増したため、連結の範囲に含めております。  

(2）変更後の連結子会社の数 

 20社  

２．持分法の適用に関する事項の変更 

(1) 持分法適用関連会社の変更  

 当第１四半期連結会計期間より、フェデラル・モーグルＴＰＲ（インディア）社及び、柳伯安麗活塞環有限公司

は重要性が増したため、持分法適用の範囲に含めております。 

(2) 変更後の持分法適用関連会社数 

 ６社 

３．資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

 用しております。 

  これにより、税金等調整前四半期純利益は49百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資

 産除去債務の変動額は49百万円であります。  

４．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

   当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表 

  分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月30日）を

  適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

   これにより、損益に与える影響は軽微であります。 

５．企業結合に関する会計基準等の適用 

   当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基

  準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

  第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及

  び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月

  26日）を適用しております。  

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 
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当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

   

当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

１．棚卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出につきましては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げにつきましては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定につきましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性につきましては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングに、前連結会計年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用する方法によっており

ます。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【追加情報】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、  百万円

であります。 

44,862 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、  百万円

であります。 

44,153

２ 偶発債務 

(１) 連結会社以外の下記関係会社等について、金融 

 機関からの借入に対して債務保証を行っておりま 

 す。  

  

  

(２) 経営指導念書  

     

Ｙ＆Ｔパワーテック社 142百万円

安慶雅徳帝伯活塞有限公司 3  

合計 146  

フェデラル・モーグルＴＰＲ 
（インディア）社  12百万円

合計 12  

２ 偶発債務 

(１) 連結会社以外の次の関係会社等について、金融

 機関からの借入に対して債務保証を行っておりま 

 す。  

  

(２) 経営指導念書  

  

Ｙ＆Ｔパワーテック社 164百万円

安慶雅徳帝伯活塞有限公司 16  

ＴＰＲオートパーツＭＦＧ. 
（インディア）社  776  

合計 958  

フェデラル・モーグルＴＰＲ 
（インディア）社  28百万円

合計 28  

３ 債権流動化に伴う買戻義務 百万円242 ３ 債権流動化に伴う買戻義務 百万円192

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

貸倒引当金繰入額 1 百万円

賞与引当金繰入額 62   

役員退職慰労引当金繰入額 13   

研究開発費 435   

従業員給与手当 392   

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  

賞与引当金繰入額 84 百万円

役員退職慰労引当金繰入額 24   

研究開発費 434   

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在）

（百万円） 

現金及び預金勘定 13,348

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △35

現金及び現金同等物 13,313

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年６月30日現在）

（百万円） 

現金及び預金勘定 15,819

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △44

現金及び現金同等物 15,775
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当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年

６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式         35,553千株 

２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式           614千株 

３．新株予約権等に関する事項 

ストック・オプションとしての新株予約権 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高   親会社 43百万円 

４．配当に関する事項 

配当金支払額 

５．株主資本の金額の著しい変動 

該当事項はありません。 

  

（株主資本等関係）

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  174  5.0 平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金 
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前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は、販売市場別区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1）自動車関連製品事業 自動車関連部品（ピストンリング、シリンダライナ、バルブシート、アルミ製品

等) 

(2）その他製品事業 陸舶用内燃機関部品（ピストンリング等）・自動温度調節弁・遠赤外線機器・電板用

銅合金・治工具等・土木建築の設計、施工、管理  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米……米国 

アジア……中国、ベトナム、タイ、インドネシア 

その他の地域……ドイツ、トルコ 

３．従来「アジア」は、「その他の地域」に含めておりましたが、当該セグメントの売上高（セグメント間の内

 部売上高又は振替高を含む。）が、全セグメントの売上高の合計額の10％を超えたため、区分表示しました。

  なお、前第１四半期連結累計期間における「その他の地域」に含まれる「アジア」の外部顧客に対する売上

 高は1,009百万円、セグメント間の内部売上高又は振替高は242百万円、営業利益は160百万円であります。 

  

  

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

  
自動車関連製
品事業 

(百万円) 

その他製品事
業 

(百万円) 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  6,745  1,713  8,459  －  8,459

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  － (－）  －

    計  6,745  1,713  8,459 (－）  8,459

営業損失（△)  △757  △230  △988 (－）  △988

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円）
アジア

（百万円）

その他の地
域 
（百万円）

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
 6,334  578  1,209  337  8,459  －  8,459

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 531  9  223  165  929 (929)  －

    計  6,865  587  1,433  502  9,389 (929)  8,459

営業利益又は営業

損失（△） 
 △1,144  △152  144  31  △1,122  134  △988
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前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……中国、インドネシア、タイ 

(2）北米……米国 

(3）その他……アラブ首長国連邦、ドイツ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

【海外売上高】

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,838  626  670  3,135

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    8,459

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 21.8  7.4  7.9  37.1
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１．報告セグメントの概要  

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資

 源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社グループは、主に自動車部品（ピストンリング、シリンダライナ、バルブシート等）をグローバルな地

域で生産・販売しており、国内においては当社及び国内連結子会社が、海外においては現地法人が独立した経

営単位として事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「ア

ジア」及び「北米」の３つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、自動車部品のほか陸舶

用内燃機関部品等を生産・販売しております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州の現地法人の事業活動であ

ります。  

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項）  

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
日本 アジア 北米 計

売上高             

外部顧客への売上高 9,405  2,347  1,270  13,022  375  13,397

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 839  265  5  1,110  11  1,121

計  10,244  2,612  1,275  14,133  386  14,519

セグメント利益  932  663  119  1,715  47  1,763

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  1,715

その他の区分の利益  47

未実現利益の調整額  △41

四半期連結損益計算書の営業利益  1,721
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４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。  

  

（のれんの金額の重要な変動）  

 該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 
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当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

 金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、事業の運営において重要なものではなく、かつ、前連結

会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。 

  

  当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

   有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、事業の運営において重要なものではなく、かつ、前連結

  会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

デリバティブ取引については、全てヘッジ会計が適用されているため、開示の対象から除いております。 

   

    当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

    当第１四半期連結会計期間において、ストック・オプション等の付与は行っておりません。 

  

  当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

   該当事項はありません。  

  

  当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

   資産除去債務は事業の運営において重要なものではなく、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はあり

  ません。 

  

  当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

   該当事項はありません。 

  

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額等 

（注）１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

  

 リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前（平成20年３月31日以前）の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第１四半期連結会計期間末

におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

   

該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭686 65 １株当たり純資産額 円 銭680 59

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額 円 銭26 39

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に 
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。  

１株当たり四半期純利益金額 円 銭23 03

潜在株式調整後１株当たり四半期 
純利益金額  

円 銭

  

23 02

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額            

四半期純利益又は四半期純損失金額（△） 

（百万円） 
 △922  804

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円） 
 △922  804

期中平均株式数（千株）  34,939  34,938

             

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  －  22

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

－ － 

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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該当事項はありません。 

   

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２１年８月７日

帝国ピストンリング株式会社 

取 締 役 会  御 中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 野口和弘

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 山崎一彦

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている帝国ピストンリ

ング株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、帝国ピストンリング株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２２年８月５日

帝国ピストンリング株式会社 

取 締 役 会  御 中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 飯塚俊二

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 野口和弘

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 山崎一彦

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている帝国ピストンリ

ング株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年４月１

日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、帝国ピストンリング株式会社及び連結子会社の平成22年６月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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